
 

 

 

大阪府薬事審議会医薬品適正販売対策部会における検討 
 

～薬局・医薬品販売業に従事する薬剤師及び登録販売者 
の資質向上に向けた必要な取組について～ 

 

 

 

１．今年度の取組み 
 

○ 医薬品の適正な流通と使用の確保において、専門家である薬剤師・登録販売者の担

う役割は重要。 

○ 薬剤師・登録販売者が業務・役割を担うために必要な取組みのうち、優先度の高い内

容として、以下について議論を行う。 

 

 ◆ 薬局薬剤師による薬剤レビュー                    【資料２】 

 ◆ 市販薬の濫用対策                              【資料３】 

 

 

 

 

２．来年度の取組み 
 

○ 薬剤師・登録販売者に必要とされる取組みについて、とりまとめる予定。 

 

 

資料１ 
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地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
薬
剤
師
サ
ー
ビス
は
多
岐
に
わ
た
って
お
り、
求
め
られ
る
す
べ
て
の
機
能
を
単
独
の
薬
局
が
⼗
分
に
有
す
る
こと
は
容
易

で
は
な
い
。


新
興
感
染
症
や
災
害
時
等
、地
域
全
体
で
効
率
的
・効
果
的
に
提
供
す
べ
き薬
剤
師
サ
ー
ビス
が
あ
る
。

⇒
 地
域
全
体
で
必
要
な
薬
剤
師
サ
ー
ビス
を
、地
域
の
薬
局
全
体
で
提
供
して
い
くと
い
う観
点
が
必
要
。

第
３

基
本
的
な
考
え
⽅
（
と
り
ま
と
め

P5
）

○
薬
局
薬
剤
師

W
G
で
は
、基
本
的
な
考
え
とし
て
主
に
、

①
処
⽅
箋
受
付
時
以
外
の
対
⼈
業
務
（
注
）
の
充
実
が
必
要
。ま
た
、対
物
業
務
を
含
む
対
⼈
業
務
以
外
の
業
務
の

効
率
化
が
不
可
⽋
、

②
各
種
医
療
情
報
を
活
⽤
し
て
、薬
局
薬
剤
師

D
Xを
実
現
し
て
い
く必
要
が
あ
る
、

③
地
域
全
体
で
必
要
な
薬
剤
師
サ
ー
ビ
ス
を
、地
域
の
薬
局
全
体
で
提
供
し
て
い
くと
い
う観
点
が
必
要
、

とい
った
視
点
を
挙
げ
て
い
る
。

（
注
）
調
剤
後
の
フォ
ロ
ー
ア
ップ
や
ポ
リフ
ァー
マ
シ
ー
等
の
対
応
、セ
ル
フケ
ア
、セ
ル
フメ
デ
ィケ
ー
シ
ョン
の
⽀
援
等
の
健
康
サ
ポ
ー
ト
業
務
等

1


処
⽅
箋
へ
の
対
応
だ
け
で
な
く、


調
剤
後
の
フォ
ロー
ア
ップ
や
ポ
リフ
ァー
マシ
ー
等
の
対
応


セ
ル
フケ
ア
、セ
ル
フメ
デ
ィケ
ー
シ
ョン
の
⽀
援
等
の

健
康
サ
ポ
ー
ト業
務

等
、処
⽅
箋
受
付
時
以
外
の
対
⼈
業
務
の
充
実
が
必
要
。


対
⼈
業
務
を
充
実
させ
る
た
め
に
は
、対
物
業
務
を含
む
対
⼈
業
務

以
外
の
業
務
の
効
率
化
が
不
可
⽋
。


デ
ー
タヘ
ル
ス
改
⾰
・電
⼦
処
⽅
箋
の
導
⼊
を
通
じた
、各
種
医
療
情

報
を
活
⽤
して
、薬
局
薬
剤
師

D
Xを
実
現
して
い
く必
要
が
あ
る
。

3．
地
域
に
お
け
る
役
割

1．
対
⼈
業
務
の
更
な
る
充
実

2．
IC

T化
へ
の
対
応

【
厚
生
労
働
省
資
料
よ
り
】

薬
局
薬
剤
師
の
業
務
及
び
薬
局
の
機
能
に
関
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ

と
り
ま
と
め
（
令
和
４
年
７
月
）
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第
４

具
体
的
な
対
応
の
⽅
向
性
①

対
⼈
業
務
の
充
実

（
と
り
ま
と
め

P6
〜

P9
）

○
対
⼈
業
務
に
つ
い
て
、特
に
処
⽅
箋
受
付
時
以
外
の
業
務
（
注
）
を
推
進
し
て
い
く必
要
が
あ
る
。

○
そ
の
上
で
、調
剤
後
の
フォ
ロ
ー
ア
ップ
の
強
化
、医
療
計
画
に
お
け
る
５
疾
病
、薬
剤
レ
ビ
ュー
、リ
フィ
ル
処
⽅
箋
へ
の
対
応

等
に
つ
い
て
、推
進
す
べ
き
対
⼈
業
務
とさ
れ
た
。

○
ま
た
、対
⼈
業
務
の
好
事
例
が
均
て
ん
化
し
て
お
らず
、そ
の
た
め
の
⽅
策
や
課
題
の
収
集
、分
析
が
必
要
で
あ
る
。

（
注
）
調
剤
後
の
フォ
ロ
ー
ア
ップ
や
ポ
リフ
ァー
マ
シ
ー
等
の
対
応
、セ
ル
フケ
ア
、セ
ル
フメ
デ
ィケ
ー
シ
ョン
の
⽀
援
等
の
健
康
サ
ポ
ー
ト
業
務
等

基
本
的
な
考
え
⽅

具
体
的
な
対
策
（
ア
ク
シ
ョン
プ
ラ
ン
）

○
薬
局
薬
剤
師
の
業
務
は
、「
処
⽅
箋
受
付
時
の
業
務
」が
主
体
で
あ
った
が
、

「処
⽅
箋
受
付
時
以
外
の
対
⼈
業
務
」の
更
な
る
充
実
が
求
め
られ
て
い
る
。

○
対
⼈
業
務
の
好
事
例
を
均
て
ん
化
させ
る
必
要
が
あ
る
。

(1
)推
進
す
べ
き
対
⼈
業
務


調
剤
後
の
フォ
ロー
ア
ップ
の
強
化


医
療
計
画
に
お
け
る

5疾
病
（
が
ん
、脳
卒
中
、⼼
筋
梗
塞
等

の
⼼
⾎
管
疾
患
、糖
尿
病
、精
神
疾
患
）


リフ
ィル
指
⽰
され
た
処
⽅
箋
へ
の
対
応

→
⼿
引
き
の
作
成
、周
知
等


薬
剤
レ
ビュ
ー

→
推
進
に
向
け
た
対
策
を
検
討

(2
)対
⼈
業
務
に
必
要
な
ス
キ
ル
習
得


勉
強
会
、症
例
検
討
会
の
開
催
・参
加

地
域
の
薬
剤
師
会
等
が
中
心
とな
り、
地
域
の
基
幹
病
院
等
と

連
携
す
る
た
め
の
対
策
を検
討

(3
)均
て
ん
化
に
向
け
た
取
組


好
事
例
が
全
国
的
に
普
及
す
る
た
め
の
⽅
策
や
課
題
の
収
集
・

分
析

※
モ
デ
ル
事
業
等
で
実
施
され
た
対
⼈
業
務
の
好
事
例
が
均
て

ん
化
して
い
な
い
。

対
⼈
業
務
の
充
実 2
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昨年度 当部会での主な意見（令和４年度大阪府薬事審議会 資料３－２より抜粋） 
      

 

〇  登録販売者の資質向上に関して 
 
・ 登録販売者においては、試験に合格してからがスタート。経験と知識の研鑽を行っていく必要があ
り、研修を受けることは非常に重要。 

・ 患者はドラッグストアで医薬品を購入する方もいるので、一般用医薬品はセルフメディケーションに
おいて重要。 
一般用医薬品は配合剤が多く、使用方法によっては危険な状況を招く場合もある。若い世代で一
般用医薬品を大量に摂取するという間違った使用方法が問題になっている。登録販売者には、一
般用医薬品であってもそのような薬害が起こる可能性があるということを考慮した販売が必要。 

 

 

 

 

濫用等のおそれのある医薬品の販売時の対応について 

（令和５年９月 医薬局総務課発出 「令和４年度医薬品販売制度実態把握調査結果について（概要）」より抜粋） 
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⼤
阪
府
健
康
医
療
部
⽣
活
衛
⽣
室
薬
務
課

医
薬
品
流
通
グ
ル
ー
プ

資
料
２

1

資料２
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第
４

具
体
的
な
対
応
の
⽅
向
性
①

対
⼈
業
務
の
充
実

（
と
り
ま
と
め

P6
〜

P9
）

○
対
⼈
業
務
に
つ
い
て
、特
に
処
⽅
箋
受
付
時
以
外
の
業
務
（
注
）
を
推
進
し
て
い
く必
要
が
あ
る
。

○
そ
の
上
で
、調
剤
後
の
フォ
ロ
ー
ア
ップ
の
強
化
、医
療
計
画
に
お
け
る
５
疾
病
、薬
剤
レ
ビ
ュー
、リ
フィ
ル
処
⽅
箋
へ
の
対
応

等
に
つ
い
て
、推
進
す
べ
き
対
⼈
業
務
とさ
れ
た
。

○
ま
た
、対
⼈
業
務
の
好
事
例
が
均
て
ん
化
し
て
お
らず
、そ
の
た
め
の
⽅
策
や
課
題
の
収
集
、分
析
が
必
要
で
あ
る
。

（
注
）
調
剤
後
の
フォ
ロ
ー
ア
ップ
や
ポ
リフ
ァー
マ
シ
ー
等
の
対
応
、セ
ル
フケ
ア
、セ
ル
フメ
デ
ィケ
ー
シ
ョン
の
⽀
援
等
の
健
康
サ
ポ
ー
ト
業
務
等

基
本
的
な
考
え
⽅

具
体
的
な
対
策
（
ア
ク
シ
ョン
プ
ラ
ン
）

○
薬
局
薬
剤
師
の
業
務
は
、「
処
⽅
箋
受
付
時
の
業
務
」が
主
体
で
あ
った
が
、

「処
⽅
箋
受
付
時
以
外
の
対
⼈
業
務
」の
更
な
る
充
実
が
求
め
られ
て
い
る
。

○
対
⼈
業
務
の
好
事
例
を
均
て
ん
化
させ
る
必
要
が
あ
る
。

(1
)推
進
す
べ
き
対
⼈
業
務


調
剤
後
の
フォ
ロー
ア
ップ
の
強
化


医
療
計
画
に
お
け
る

5疾
病
（
が
ん
、脳
卒
中
、⼼
筋
梗
塞
等

の
⼼
⾎
管
疾
患
、糖
尿
病
、精
神
疾
患
）


リフ
ィル
指
⽰
され
た
処
⽅
箋
へ
の
対
応

→
⼿
引
き
の
作
成
、周
知
等


薬
剤
レ
ビュ
ー

→
推
進
に
向
け
た
対
策
を
検
討

(2
)対
⼈
業
務
に
必
要
な
ス
キ
ル
習
得


勉
強
会
、症
例
検
討
会
の
開
催
・参
加

地
域
の
薬
剤
師
会
等
が
中
心
とな
り、
地
域
の
基
幹
病
院
等
と

連
携
す
る
た
め
の
対
策
を検
討

(3
)均
て
ん
化
に
向
け
た
取
組


好
事
例
が
全
国
的
に
普
及
す
る
た
め
の
⽅
策
や
課
題
の
収
集
・

分
析

※
モ
デ
ル
事
業
等
で
実
施
され
た
対
⼈
業
務
の
好
事
例
が
均
て

ん
化
して
い
な
い
。

薬
局
薬
剤
師
の
業
務
及
び
薬
局
の
機
能
に
関
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ

とり
ま
とめ

〜
薬
剤
師
が
地
域
で
活
躍
す
る
た
め
の
ア
ク
シ
ョン
プ
ラ
ン
〜

（
令
和

4年
7⽉

11
⽇
）

2
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薬
剤
レ
ビ
ュ
ー
と
は

患
者
固
有
の
情
報
を
収
集
し
、
薬
物
治
療
に
関
連
す
る
問
題
を
評
価
す
る

こ
と
に
よ
り
、
薬
物
治
療
の
効
果
を
最
⼤
化
し
、
リ
ス
ク
を
最
⼩
限
に
お
さ

え
、
患
者
の
健
康
状
態
を
改
善
す
る
こ
と
に
つ
な
げ
る
も
の
。

１
．
安
全
で
効
果
的
か
つ
適
切
な
医
薬
品
使
⽤
を
実
現
す
る
。

２
．
患
者
の
抱
え
る
問
題
や
懸
念
を
特
定
し
、
対
処
す
る
。

３
．
患
者
の
医
薬
品
に
対
す
る
知
識
を
向
上
さ
せ
、
⾏
動
を
変
容
す
る
。

４
．
患
者
の
薬
物
療
法
に
関
連
す
る
便
益
を
最
⼤
限
に
⾼
め
る
。

５
．
患
者
の
薬
物
療
法
に
関
連
す
る
リ
ス
ク
を
最
⼩
限
に
抑
え
、

安
全
性
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
。

『
実
践
的
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
薬
剤
レ
ビ
ュ
ー
薬
剤
師
の
た
め
の
プ
ロ
セ
ス
ガ
イ
ド
第
２
版
』
よ
り 3
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薬
剤
レ
ビ
ュ
ー
の
⽬
的

・
⽣
活
の
質
と
健
康
上
の
ア
ウ
ト
カ
ム
を
向
上
さ
せ
る

・
患
者
の
服
⽤
薬
の
調
整
を
⽀
援
す
る

・
安
全
で
有
効
か
つ
適
切
な
薬
物
治
療
を
実
現
す
る

・
薬
剤
に
関
す
る
知
識
と
理
解
を
向
上
さ
せ
る

・
医
師
と
協
同
し
て
薬
物
治
療
の
適
正
化
を
⽬
指
す
。

4

令
和
４
年
２
⽉

14
⽇

第
１
回
薬
局
薬
剤
師
の
業
務
及
び
薬
局
の
機
能
に
関
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ

資
料
３
－
２
よ
り

 8/48



薬
剤
レ
ビ
ュ
ー
の
対
象
患
者
（
例
）

・
５
種
類
以
上
の
薬
剤
を
常
⽤
す
る
患
者

・
併
⽤
疾
患
が
３
種
類
以
上
あ
る
患
者

・
過
去
３
ヶ
⽉
以
内
に
、
退
院
等
で
薬
剤
投
与
レ
ジ
メ
ン
を
⼤
幅
に
変
更
し
て
い
る
患
者

・
治
療
域
が
狭
い
薬
剤
を
服
⽤
、
ま
た
は
特
別
な
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
必
要
と
す
る
患
者

・
副
作
⽤
を
⽰
唆
す
る
症
状
の
あ
る
患
者

・
⼀
般
医
お
よ
び
専
⾨
医
を
含
む
複
数
の
医
師
の
診
察
を
受
け
て
い
る
患
者

・
そ
の
他
必
要
と
さ
れ
る
患
者

5

令
和
４
年
２
⽉

14
⽇

第
１
回
薬
局
薬
剤
師
の
業
務
及
び
薬
局
の
機
能
に
関
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ

資
料
３
－
２
よ
り
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薬
剤
レ
ビ
ュ
ー
の
流
れ

１
．
情
報
収
集
（

AS
K）

情
報
源
と
し
て
は
、
薬
局
の
記
録
に
加
え
、
患
者
お
よ
び
介
護
者
（
⾯
接
と
観
察
）
、
医
師
・
他
の
医
療
従
事
者
、

病
院
や
介
護
施
設
の
⽂
書
記
録
な
ど
。

①
服
⽤
し
て
い
る
薬
、
サ
プ
リ
メ
ン
ト
、
そ
れ
ら
に
関
す
る
患
者
の
知
識
（
管
理
⽅
法
も
含
む
）

②
治
療
⽬
標
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
状
況
、
ア
ド
ヒ
ア
ラ
ン
ス
に
影
響
を
与
え
る
項
⽬

③
環
境
お
よ
び
⽣
活
習
慣
︓
家
庭
環
境
、
⽇
常
⽣
活
の
活
動
／
⾷
事
、
飲
⾷
、
喫
煙
／
⾝
体
お
よ
び
社
会
活
動

④
患
者
の
懸
念
事
項
と
患
者
⾃
⾝
の
現
在
の
対
処
⽅
法
、
患
者
か
ら
の
質
問

⑤
そ
の
他
、
疾
病
特
異
的
な
事
項

２
．
解
決
す
べ
き
薬
剤
関
連
問
題
の
特
定
（

AS
SE

SS
)

ス
テ
ッ
プ
１
︓
患
者
の
治
療
⽬
標
を
確
認

ス
テ
ッ
プ
２
︓
不
適
切
、
不
⾜
し
て
い
る
薬
剤
が
な
い
か
を
分
析

ス
テ
ッ
プ
３
︓
各
薬
剤
の
リ
ス
ク
や
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
を
考
察

ス
テ
ッ
プ
４
︓
新
た
な
薬
物
治
療
の
提
案
の
理
由
を
明
確
に
し
、
薬
物
治
療
計
画
を
⽴
案

ス
テ
ッ
プ
５
︓
ど
の
よ
う
な
症
状
と
薬
物
に
ど
の
よ
う
な
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
が
必
要
か
検
討

３
．
情
報
の
伝
達
（

AD
VI

SE
)

ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
か
⽂
書
に
ま
と
め
、
患
者
・
介
護
者
と
医
師
に
伝
え
る
。

6

令
和
４
年
２
⽉

14
⽇

第
１
回
薬
局
薬
剤
師
の
業
務
及
び
薬
局
の
機
能
に
関
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ

資
料
３
－
２
よ
り
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【
背
景
】

・
大
阪
府
で
は
、
外
来
に
お
い
て

15
種
類
以
上
の
医
薬
品
を
投
与
さ
れ
て
い
る
患
者
（

65
歳
以
上
）
の
割
合
が

全
国
平
均
に
⽐
べ
⾼
く
な
っ
て
お
り
（
※
）
、
５
種
類
以
上
の
薬
剤
を
常
⽤
す
る
患
者
は
薬
剤
レ
ビ
ュ
ー
の
対

象
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
府
に
お
け
る
薬
剤
レ
ビ
ュ
ー
の
必
要
性
は
⾼
い
。

※
複
数
種
類
医
薬
品
の
投
与

15
剤
以
上
の
薬
剤
費
割
合
（
第
３
期
⼤
阪
府
医
療
費
適
正
化
計
画
よ
り
）

全
国
︓

65
〜

74
歳

8.
48

%
、

75
歳
以
上

14
.4

0%
⼤
阪
︓

65
〜

74
歳

9.
89

%
、

75
歳
以
上

17
.5

2%

【
期
待
さ
れ
る
効
果
】

・
薬
剤
レ
ビ
ュ
ー
に
よ
り
、
患
者
の
服
薬
情
報
や
⽣
活
情
報
等
の
様
々
な
情
報
を
活
⽤
し
、
定
期
的
に
薬
剤
の
⾒

直
し
を
薬
局
薬
剤
師
が
医
師
に
提
案
す
る
こ
と
で
、
副
作
⽤
の
予
防
・
発
現
の
早
期
発
⾒
や
医
療
費
適
正
化
に

も
寄
与
す
る
ポ
リ
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
の
解
消
な
ど
、
薬
物
治
療
の
最
適
化
を
図
る
と
と
も
に
、
積
極
的
な
処
⽅
提

案
に
よ
る
医
師
の
業
務
負
担
の
軽
減
に
つ
な
が
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

・
体
系
的
か
つ
詳
細
な
薬
剤
レ
ビ
ュ
ー
の
実
施
は
、
患
者
の
医
薬
品
使
用
の
安
全
性
を
⼀
層
⾼
め
る
と
と
も
に
、

薬
剤
師
の
専
⾨
性
を
活
か
し
た
対
⼈
業
務
の
充
実
や
資
質
の
向
上
に
つ
な
が
る
。

⼤
阪
府
に
お
い
て
薬
剤
レ
ビ
ュ
ー
を
実
施
す
る
背
景

7
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（
１
）
国
（
関
係
団
体
等
に
委
託
）

（
２
）
国
（
⼀
部
業
務
は
⺠
間
企
業
に
委
託
）

３
実
施
主
体
等

２
事
業
の
概
要
・
ス
キ
ー
ム

本
格
的
な
少
⼦
⾼
齢
化
が
到
来
し
、
ま
た
、
地
域
包
括
ケ
ア
の
さ
ら
な
る
進
展
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
、
リ
フ
ィ
ル
処
⽅
箋
へ
の
対
応
を
含
め
、
薬
局
薬
剤
師
は

薬
学
的
専
⾨
性
を
活
か
し
た
対
⼈
業
務
を
充
実
さ
せ
る
と
と
も
に
、
セ
ル
フ
ケ
ア
、
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
⽀
援
等
の
健
康
サ
ポ
ー
ト
業
務
に
取
り
組
む
必
要
が

あ
る
。
ま
た
、
オ
ン
ラ
イ
ン
服
薬
指
導
、
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
改
⾰
、
電
⼦
処
⽅
箋
等
の
導
⼊
な
ど
、
薬
局
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
進
展
へ
の
対
応
が
必
須
と
な
る
。

こ
の
よ
う
な
点
を
踏
ま
え
、
①
薬
局
Ｄ
Ｘ
の
推
進
、
②
対
⼈
業
務
強
化
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
作
成
、
③
⾼
度
な
専
⾨
性
の
発
揮
、
④
健
康
サ
ポ
ー
ト
機
能
の
観
点

で
対
策
を
実
施
す
る
。
さ
ら
に
、
現
状
の
分
析
や
こ
れ
ら
の
取
組
の
効
果
を
検
証
す
る
検
討
会
を
開
催
す
る
。
こ
れ
ら
の
成
果
を
地
域
レ
ベ
ル
で
活
⽤
す
る
と
と
も
に
、

診
療
報
酬
で
の
対
物
業
務
か
ら
対
⼈
業
務
へ
の
評
価
の
シ
フ
ト
に
お
け
る
対
⼈
業
務
の
評
価
の
あ
り
⽅
の
基
礎
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
薬
局
機
能
、
薬
剤
師
サ
ー
ビ
ス
の

⾼
度
化
に
繋
げ
る
。

１
事
業
の
⽬
的

Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
進
展
等
を
踏
ま
え
た
薬
局
機
能
の
⾼
度
化
推
進
事
業
（
薬
局
Ｄ
Ｘ
）

令
和
５
年
度
当
初
予
算
案
６
２

百
万
円
（
－
）
※（

）内
は
前
年
度
当
初
予
算
額

（
１
）
薬
局
⾼
度
化
の
た
め
の
４
つ
の
事
業

①
薬
局
Ｄ
Ｘ
の
推
進

情
報
通
信
機
器
等
の
活
⽤
す
る
先
進
的
な
薬
局
の
取
組
の
有
⽤
性
を
検
証
。

（
例
︓
電
⼦
版
お
薬
⼿
帳
等
の
Ｐ
Ｈ
Ｒ
や
ウ
ェ
ア
ラ
ブ
ル
端
末
を
利
⽤
し
､効
果
的
か
つ

継
続
的
な
指
導
､医
療
機
関
と
の
連
携
等
に
よ
る
影
響
。
）
。

②
⾼
度
な
専
⾨
性
の
発
揮

薬
剤
師
が
様
々
な
患
者
の
服
薬
情
報
や
患
者
の
⽣
活
情
報
を
活
⽤
し
て
薬
剤
の
⾒
直

し
を
⾏
う
「
薬
剤
レ
ビ
ュ
ー
」
の
実
施
に
係
る
研
修
等
を
⾏
う
。

③
対
⼈
業
務
を
強
化
す
る
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
作
成

患
者
の
疾
患
や
使
⽤
す
る
医
薬
品
の
特
徴
を
と
ら
え
た
服
薬
指
導
や
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ

プ
等
の
実
施
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
学
会
等
と
連
携
し
て
作
成
。

④
健
康
サ
ポ
ー
ト
機
能
の
充
実

①
⾃
治
体
と
薬
局
が
連
携
し
て
実
施
す
る
健
康
サ
ポ
ー
ト
活
動
や
､②
薬
局
が
医
療
機

関
と
情
報
共
有
や
受
診
勧
奨
な
ど
で
密
接
に
連
携
し
て
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

⽀
援
を
⾏
う
取
組
に
つ
い
て
､患
者
ア
ウ
ト
カ
ム
を
検
証
。

（
２
）
効
果
の
検
証
等
を
⾏
う
検
討
会

４
つ
の
事
業
の
効
果
検
証
に
加
え
､薬
局
の
在
り
⽅
に
関
す
る
現
状
分
析
､課
題
抽
出

を
⾏
う
検
討
会
を
実
施
す
る
。

・
現
状
分
析

・
課
題
抽
出
（
好
事
例
が
均
て
ん
化
し
な
い
理
由
の
分
析
､対
策
案
の
検
討
等
）

①
薬
剤
師
の
患
者
へ
の
サ
ー
ビ
ス
の
さ
ら
な
る
充
実
、
②
セ
ル
フ
メ
デ
ィ

ケ
ー
シ
ョ
ン
推
進
、
③
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
、
電
⼦
処
⽅
箋
、
薬
局
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ

対
応

IC
T
の
進
展
等
を
踏
ま
え
た
⾼
度
化
の
た
め
の
事
業

薬
局

D
X

の
推
進

⾼
度
な
専
⾨

性
の
発
揮

対
⼈
業
務
の

強
化

⽀
援

（
１
）
現
状
分
析
、
（
２
）
課
題
抽
出
、

（
３
）
対
策
、
（
４
）
取
組
の
効
果
検
証

検
討
会
開
催
⽀
援

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
作
成
⽀
援

報
告

意
⾒

検
討
会

⽀
援

⺠
間
企
業健
康
サ

ポ
ー
ト
機

能
の
充
実

（
厚
生
労
働
省
）

R
5
予
算
要
求
資
料 8
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薬
局
薬
剤
師
の
業
務
及
び
薬
局
の
機
能
に
関
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
と
り
ま
と
め

～
薬
剤
師
が
地
域
で
活
躍
す
る
た
め
の
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
～
（
令
和
４
年
７
月

1
1
日
）

【
部
会
で
の
検
討
項
目
案
】

○
薬
剤
師
が
担
う
業
務

・
具
体
的
な
取
組

【
部
会
で
の
検
討
項
目
案
】

●
担
う
業
務
に
必
要
な
知
識
・
経
験
等

・
具
体
的
な
取
組

１
○

 
対
人
業
務
に
必
要
な
ス
キ
ル
習
得

・
対
人
業
務
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
患
者
の
状
態
の
把
握
や
そ
れ
に
応
じ
た
様
々
な
対
応

が
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
新
し
い
医
薬
品
が
次
々
に
承
認
さ
れ
る
中
で
、
薬
物
療
法
の

専
門
家
と
し
て
医
薬
品
情
報
を
総
合
的
に
把
握
し
た
上
で
、
添
付
文
書
の
み
な
ら
ず
、
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
等
に
示
さ
れ
た
使
用
方
法
と
の
比
較
や
、
患
者
に
と
っ
て
問
題
の
な
い
薬
剤
で
あ

る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
確
認
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
日
進
月
歩
の

薬
学
的
知
識
の
習
得
等
を
継
続
的
に
行
っ
て
い
く
こ
と
必
要
が
あ
る
。

○
医
薬
品
情
報
・
安
全
性
情
報
の
収
集

・
Ｐ
Ｍ
Ｄ
Ａ
や
メ
ー
カ
ー
等
か
ら
情
報

収
集

●
収
集
し
た
情
報
の
理
解
に
必
要
な
知

識 ・
卒
後
教
育
へ
の
参
加

２
●

 
薬
剤
レ
ビ
ュ
ー

○
 
リ
フ
ィ
ル
処
方
箋
へ
の
対
応

○
院
外
処
方
箋
に
お
け
る
事
前
の
取
決
め
（
プ
ロ
ト
コ
ー
ル
）
に
基
づ
く
問
合
せ
簡
素
化

○
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
活
用

○
オ
ン
ラ
イ
ン
服
薬
指
導

○
 
電
子
処
方
箋

○
薬
局
薬
剤
師
Ｄ
Ｘ
（
医
療
機
関
へ
の
効
率
的
か
つ
効
果
的
な
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
等
）

○
医
療
用
医
薬
品
の
調
剤
・
服
薬
指
導

等 ・
処
方
確
認

・
疑
義
照
会

・
服
薬
指
導

●
調
剤
・
服
薬
指
導
に
必
要
な
知
識
・

経
験

・
関
係
団
体
等
実
施
の
研
修
会
参
加

３
○

 
調
剤
後
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

○
 
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
キ
ル
の
向
上
（
対
人
業
務
に
必
要
な
ス
キ
ル
）

○
 
デ
ー
タ
連
携
基
盤
（
電
子
版
お
薬
手
帳
等
）
の
活
用

○
患
者
等
か
ら
の
情
報
収
集

・
疾
患
や
ア
レ
ル
ギ
ー
歴
等
の
情
報
収

集

●
患
者
情
報
の
聞
き
取
り
方
法

・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
の
養
成

４
○

 
医
薬
品
関
連
情
報
の
発
信

○
 
薬
事
衛
生
（
医
薬
品
・
医
療
機
器
の
正
し
い
使
い
方
の
説
明
等
）

○
適
正
使
用
に
関
す
る
情
報
提
供

・
患
者
向
け
ガ
イ
ド
等
を
活
用
し
た
説

明

●
患
者
の
理
解
が
進
む
情
報
提
供
方
法

・
メ
ー
カ
ー
等
に
よ
る
資
料
の
活
用

５
○

 
他
職
種
及
び
病
院
薬
剤
師
と
の
連
携
（
薬
薬
連
携
）

○
か
か
り
つ
け
薬
剤
師
・
薬
局
と
の
関
係

○
医
療
関
係
者
等
と
の
連
携
（
地
域
連

携
）

・
退
院
時
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
参
加

・
在
宅

●
地
域
医
療
関
係
者
と
の
連
携

・
地
域
の
会
議
等
へ
の
参
加

６
○
健
康
サ
ポ
ー
ト
機
能
の
推
進
（
必
要
に
応
じ
た
受
診
勧
奨
の
実
施
、
Ｐ
Ｈ
Ｒ
の
活
用
）

○
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
薬
剤
師
サ
ー
ビ
ス
等
の
提
供
体
制
の
検
討

○
副
作
用
が
疑
わ
れ
る
場
合
の
対
応

・
受
診
勧
奨

○
健
康
サ
ポ
ー
ト

・
健
康
の
維
持
、
増
進
に
関
す
る
取
組

●
健
康
情
報
の
収
集
と
意
識

・
地
域
の
会
議
等
へ
の
参
加

【
薬
局
薬
剤
師
】

9
⇒

 薬
剤
レ
ビ
ュ
ー
は
、
薬
局
薬
剤
師
求
め
ら
れ
る
多
く
の
項
⽬
に
関
連

令
和
４
年
度
第
１
回
医
薬
品
適
正
販
売
対
策
部
会

資
料
２
「検
討
項
⽬
案
」（
⼀
部
改
変
）
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参 考 

＜濫用等のおそれのある医薬品の改正＞ 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課作成 

 
改正後 改正前 

１．エフェドリン １．エフェドリン 

２．コデイン ２．コデイン（鎮咳去痰薬に限る。） 

３．ジヒドロコデイン ３．ジヒドロコデイン（鎮咳去痰薬に限る。） 

４．ブロモバレリル尿素 ４．ブロムワレリル尿素 

５．プソイドエフェドリン ５．プソイドエフェドリン 

６．メチルエフェドリン ６．メチルエフェドリン（鎮咳去痰薬のうち、内

用液剤に限る。） 

（令和５年４月１日から適用） 

＜根拠法令＞ 

医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 （抜粋） 

（濫用等のおそれのある医薬品の販売等）  

第 15条の２ 薬局開設者は、薬局製造販売医薬品又は一般用医薬品のうち、濫用等のおそれがあ

るものとして厚生労働大臣が指定するもの(以下「濫用等のおそれのある医薬品」という。)

を販売し、又は授与するときは、次に掲げる方法により行わなければならない。  

一 当該薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、次に掲げる
事項を確認させること。  

イ 当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が若年者である場合にあつては、当該
者の氏名及び年齢  

ロ 当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者及び当該医薬品を使用しようとする者
の他の薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者からの当該医薬品及び当該医薬品以

外の濫用等のおそれのある医薬品の購入又は譲受けの状況 

ハ ハ 当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が、適正な使用のために必要と認め

られる数量を超えて当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、その理由  

ニ その他当該医薬品の適正な使用を目的とする購入又は譲受けであることを確認するため

に必要な事項  

二 当該薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、前号の規定
により確認した事項を勘案し、適正な使用のために必要と認められる数量に限り、販売

し、又は授与させること。  

資料３ 
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薬局用自己点検表（濫用等のおそれのある医薬品に係る販売対応）    

番

号 
具体的な販売対応  目的  

根拠法令 

1  

□ 鎮咳去痰薬、かぜ薬（内用）、解熱鎮痛薬、鼻炎用

内服薬、催眠鎮静薬などの濫用等のおそれのある医

薬品は複数個の販売をしない。  

□ 自由に手に取れる場所に複数個の陳列を避けるな

ど、複数個の購入が起きない工夫をする。  

□ 例えば、カウンターの背後に陳列など、来局者の直

接手の届かない位置に陳列する。または、陳列は空

箱で対応、商品カードで対応する、などの工夫を行

う。  

複数個購入

の防止  

医薬品医療機器

等法施行規則  

  
第１５条の 
２・１・ハ  

  
等 

2  

□ 濫用等のおそれのある医薬品を販売する場合、薬局

及び店舗に備えてある要指導医薬品・第一類医薬品

等の販売記録に記入するとともに（または別の記録

でも差し支えない）、薬局及び店舗内での情報連携を

徹底し、販売管理をする。 

□ 濫用等のおそれのある医薬品を販売する際には、必 

ず上記の販売記録を確認した上で適正な販売対応を

する。 

頻回購入の

防止  

医薬品医療機器

等法施行規則  

  
第１５条の 
２・１・ハ  

  
等 

3  

□ 濫用等のおそれのある医薬品の販売を行う際には、

他の薬局や店舗での購入状況、保有状況を確認し、

その内容を上記の販売記録に記載する。  

□ 他の薬局や店舗での購入状況に応じて、適切な指導

等を行う。  

複数薬局及

び店舗での

購入防止  

医薬品医療機器

等法施行規則  

  
第１５条の 
２・１・ロ  

  
等 

4  

□ 濫用の事例が多いとされる若年者には、氏名・年齢

を確認し、濫用が助長されないよう注意喚起し、必

要に応じて販売しない。  

□ 学生証等の身分証明書の提出を求めるなどし、提出

がなければ販売しない。  

□ その旨を薬局及び店舗内に掲示する。  

若年者への

不適切な販

売の防止  

医薬品医療機器

等法施行規則  

  
第１５条の 
２・１・イ  

  
等 

- 
自己点検日：   年  月  日 

自己点検者：           
適・不適 

点検結果メモ 

 

 

 
※医薬品医療機器等法施行規則：医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則  
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参 考 

＜濫用等のおそれのある医薬品の改正＞ 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課作成 

 
改正後 改正前 

１．エフェドリン １．エフェドリン 

２．コデイン ２．コデイン（鎮咳去痰薬に限る。） 

３．ジヒドロコデイン ３．ジヒドロコデイン（鎮咳去痰薬に限る。） 

４．ブロモバレリル尿素 ４．ブロムワレリル尿素 

５．プソイドエフェドリン ５．プソイドエフェドリン 

６．メチルエフェドリン ６．メチルエフェドリン（鎮咳去痰薬のうち、内

用液剤に限る。） 

（令和５年４月１日から適用） 

＜根拠法令＞ 

医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 （抜粋） 

（濫用等のおそれのある医薬品の販売等）  

第 147条の３  店舗販売業者は、濫用等のおそれのある医薬品（一般用医薬品に限る。）を販売

し、又は授与するときは、次に掲げる方法により行わなければならない。  

一  当該店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、次に掲げ

る事項を確認させること。  

イ 当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が若年者である場合にあつては、当該
者の氏名及び年齢  

ロ 当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者及び当該医薬品を使用しようとする者
の他の薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者からの当該医薬品及び当該医薬品以

外の濫用等のおそれのある医薬品の購入又は譲受けの状況 

ハ 当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が、適正な使用のために必要と認めら
れる数量を超えて当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、その理由   

ニ その他当該医薬品の適正な使用を目的とする購入又は譲受けであることを確認するため
に必要な事項 

二 当該店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、前号の規定
により確認した事項を勘案し、適正な使用のために必要と認められる数量に限り、販売

し、又は授与させること。  
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店舗販売業用自己点検表（濫用等のおそれのある医薬品に係る販売対応）    

番

号 
具体的な販売対応  目的  

根拠法令 

1  

□ 鎮咳去痰薬、かぜ薬（内用）、解熱鎮痛薬、鼻炎用

内服薬、催眠鎮静薬などの濫用等のおそれのある医

薬品は複数個の販売をしない。  

□ 自由に手に取れる場所に複数個の陳列を避けるな

ど、複数個の購入が起きない工夫をする。  

□ 例えば、カウンターの背後に陳列など、来局者の直

接手の届かない位置に陳列する。または、陳列は空

箱で対応、商品カードで対応する、などの工夫を行

う。  

複数個購入

の防止  

医薬品医療機器

等法施行規則  

  
第 147条の 
３・１・ハ  

  
等 

2  

□ 濫用等のおそれのある医薬品を販売する場合、薬局

及び店舗に備えてある要指導医薬品・第一類医薬品

等の販売記録に記入するとともに（または別の記録

でも差し支えない）、薬局及び店舗内での情報連携を

徹底し、販売管理をする。 

□ 濫用等のおそれのある医薬品を販売する際には、必 

ず上記の販売記録を確認した上で適正な販売対応を

する。 

頻回購入の

防止  

医薬品医療機器

等法施行規則  

  
第 147条の 
３・１・ハ  

  
等 

3  

□ 濫用等のおそれのある医薬品の販売を行う際には、

他の薬局や店舗での購入状況、保有状況を確認し、

その内容を上記の販売記録に記載する。  

□ 他の薬局や店舗での購入状況に応じて、適切な指導

等を行う。  

複数薬局及

び店舗での

購入防止  

医薬品医療機器

等法施行規則  

  
第 147条の 
３・１・ロ  

  
等 

4  

□ 濫用の事例が多いとされる若年者には、氏名・年齢

を確認し、濫用が助長されないよう注意喚起し、必

要に応じて販売しない。  

□ 学生証等の身分証明書の提出を求めるなどし、提出

がなければ販売しない。  

□ その旨を薬局及び店舗内に掲示する。  

若年者への

不適切な販

売の防止  

医薬品医療機器

等法施行規則  

  
第 147条の 
３・１・イ  

  
等 

- 
自己点検日：   年  月  日 

自己点検者：           
適・不適 

点検結果メモ 

 

 

 
※医薬品医療機器等法施行規則：医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則  
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（案） 

 

自己点検表（濫用等のおそれのある医薬品に係る販売対応） 

取扱書 

 

 

〇 一般用医薬品の中で濫用等のおそれのある医薬品を大量に摂取するという間違った使

用方法が問題となっています。この自己点検表は、販売時の方法について、法律に照らし

合わせながら再確認し、ひいては間違った使用方法による健康被害を未然に防ぐことを目

的としています。 

 

 

（対象者） 

この自己点検表は濫用等のおそれのある医薬品の販売に従事する薬剤師・登録販売者 

向けです。 

 

 

（実施方法） 

  この自己点検表は大きく４つの項目に分かれており、それぞれの項目に目的として販売

時の防止すべき事項があります。また、その目的の具体的な販売対応を記載しており、チ

ェックボックスを設けておりますので、確認されましたら、チェックボックスにチェック

を入れてください。それぞれの項目の法令根拠も記載しておりますので、法令を意識しな

がら確認してください。 

自己点検が終わりましたら、自己点検日と自己点検者を記載して記録を保管ください。 

 

 

（実施時期） 

  初回は早々に実施し、２回目以降は薬局・店舗で実施される定期的な研修会等で実施し、

また自己点検を実施されている場合は通常の自己点検と同時期に実施することとしてく

ださい。 

また、業務手順書にこの自己点検表の使用方法等について記載してください。 
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薬 第 １ ９ ７ ６ 号 

令和５年９月６日 

 

各関係団体長 様 

 

大阪府健康医療部長 

 

令和４年度医薬品販売制度実態把握調査結果について（通知） 

 

日頃から、本府健康医療行政に御協力いただき、厚くお礼申し上げます。 

標記について、令和５年９月１日付け医薬総発0901第１号及び医薬監麻発0901第１号により、

厚生労働省医薬局総務課長及び同局監視指導・麻薬対策課長より別添のとおり通知がありまし

たので、お知らせします。 

今回の調査では、店舗での販売においては、「要指導医薬品販売における文書による情報提

供の有無」や「第１類医薬品販売における文書による情報提供の有無」等の項目で改善が見ら

れました。その一方で、「第１類医薬品販売において情報提供された内容を理解したかどうか

等の確認の有無」及び「濫用等のおそれのある医薬品を複数購入しようとしたときの対応」に

ついての遵守率が低下しております。特に、「濫用等のおそれのある医薬品を複数購入しよう

としたときの対応」については、令和５年４月１日より、濫用等のおそれのある医薬品の対象

品目が拡大されたことから、新たに対象となった品目においても当該項目が遵守されるよう販

売ルールの徹底が必要と考えています。 

また、今回の調査においては、一般用新型コロナウイルス抗原定性検査キット（以下「抗原

検査キット（ＯＴＣ）」という。）の販売時の情報提供の状況に係る調査が実施されました。

抗原検査キット（ＯＴＣ）の販売については、「新型コロナウイルス感染症流行下における一

般用新型コロナウイルス抗原定性検査キットの販売時における留意事項について」（令和４年

８月24日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部、医薬・生活衛生局総務課、

医薬・生活衛生局医療機器審査管理課、医薬・生活衛生局医薬安全対策課、医薬・生活衛生局

監視指導・麻薬対策課連名事務連絡）において留意事項を示しており、販売時に偽陰性の可能

性があること等について特に丁寧に説明することとしていますが、これらの事項について情報

提供を行っていた割合は低い結果となっていました。 

つきましては、今回の結果で遵守率が不十分であった項目等を中心に販売ルール及び留意事

項を徹底するようお願いします。 

なお、当該通知は、下記アドレスにも掲載しております。 

 

記 

 

【大阪府健康医療部生活衛生室薬務課ホームページ】 

 「府民及び事業者のみなさんへ：各種通知：令和５年度分(２)」 

https://www.pref.osaka.lg.jp/yakumu/tuuti/r05_2.html 
 

 

 担当 
大阪府健康医療部生活衛生室薬務課 
医薬品流通グループ 八重津、川﨑 

（TEL 06-6944-7129） 
（FAX 06-6944-6701） 
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https://www.pref.osaka.lg.jp/yakumu/tuuti/r05_2.html


 

大阪府薬務課ホームページ 

「市販薬の適正使用について」 

 
 

 
（https://www.pref.osaka.lg.jp/yakumu/topics/index.html） 
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https://www.pref.osaka.lg.jp/yakumu/topics/index.html
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濫⽤医薬品に対する登録販売者協会の取り組み 

                    ⼤阪府医薬品登録販売者協会 

 

 平成２１年の薬事法改正に伴い、新たに誕⽣した「登録販売者」について

も、前⾝である「薬種商」時代同様に年４回計１２時間の研修を実施してい

ます。また、平成２４年には厚労省より「登録販売者の資質の向上の為の外

部研修に関するガイドライン」が発出され、事業者は登録販売者に外部研修

を年１２時間以上受講させることが義務づけられ、研修内容も細かく定めら

れました。その中でも B 講座は法令遵守を基本とし法規、薬害や登録販売者

としての理念、倫理について講座が開かれています。 

受講後は講義の理解度を確認するための復習テストがあります。相対的にレ

ベルの⾼い難問が多くありますが、毎回受講者の正答率は７０％以上です。

あくまで成⼈の学習なので、受講者の⾃主性を重んじて研修を受講して頂い

ております。現在⼤阪府において約１万⼈の登録販売者が薬局、薬店の店頭

で従事しておりますが、研修会に参加する向学⼼のある受講者は、その⽇に

受講した内容の中で、数多くの知識を持ち帰り店頭での接客、コミュニケー

ションに役⽴てています。直近４回の研修会（資料①）においても、その理

解度を図ることが出来ます。この様に登録販売者協会の「⽣涯学習研修会」

は、すべての事業の根幹をなす重要な研修事業であります。 

近年課題となっている「濫⽤医薬品」についても、毎回のように注意やお願

資料４ 
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いをしているところです。今年度に於いても６⽉２１⽇に開催されました第 1

回⽣涯学習研修会の B講座（資料②）で解説し、明⽇ 11⽉ 15⽇に開催され

ます、第 3回⽣涯学習研修会でも B講座（資料③）において「濫⽤医薬品」

に触れる予定です。 

今後も各集合研修の場や「⾃⼰点検表」等を通じて注意喚起を⾏ってまいり

ます。 
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薬機法 施行規則 濫用等のおそれのある医薬品の販売等（平成 26年 6月 12日
施行）《更新》 

店舗販売業者に対しては第 147条の 3 で規定されている。内容は同じ。 

第⼗五条の⼆ 薬局開設者は、薬局製造販売医薬品⼜は⼀般⽤医薬品のうち、濫⽤等のおそれがあるものとして厚⽣労働⼤⾂が
指定するもの (以下「濫⽤等のおそれのある医薬品」という。)を販売し、⼜は授与するときは、次に掲げる⽅法により⾏わなければならな
い。 

⼀ 当該薬局において医薬品の販売⼜は授与に従事する薬剤師⼜は登録販売者に、次に掲げる事項を確認させること。 

イ 当該医薬品を購⼊し、⼜は譲り受けようとする者が若年者※１である場合にあつては、当該者の⽒名及び年齢 

ロ 当該医薬品を購⼊し、⼜は譲り受けようとする者及び当該医薬品を使⽤しようとする者の他の薬局開設者、店舗販売業者⼜
は配置販売業者からの当該医薬品及び当該医薬品以外の濫⽤等のおそれのある医薬品の購⼊⼜は譲受けの状況 

ハ 当該医薬品を購⼊し、⼜は譲り受けようとする者が、適正な使⽤のために必要と認められる数量を超えて当該医薬品を購⼊し、
⼜は譲り受けようとする場合は、その理由 

ニ その他当該医薬品の適正な使⽤を⽬的とする購⼊⼜は譲受けであることを確認するために必要な事項 

⼆ 当該薬局において医薬品の販売⼜は授与に従事する薬剤師⼜は登録販売者に、前号の規定により確認した事項を勘案し、適
正な使⽤のために必要と認められる数量※２に限り、販売し、⼜は授与させること。 

※１：施行通知で「若年者とは、高校生、中学生等を指すものであること」とされている。 

※２：施行通知で「原則として原則として一人一包装単位（一箱、一瓶等）」とされている。 

《参考》第 2回医薬品の販売制度に関する検討会(令和 5年 3⽉ 8⽇) 資料中に紹介された資料《新規》 
 

国⽴研究開発法⼈ 国⽴精神・神経医療研究センター 
『国内外における⻘少年の薬物使⽤の実態』 
https://www.ncnp.go.jp/nimh/yakubutsu/aspad-j/infographic/images/kokusai_2021.pdf 

03 咳⽌め薬・⾵邪薬の乱⽤とは︖ 

 

国内外において⻘少年による市販薬の乱⽤※

が問題となっています。 
※ここでいう市販薬の乱用とは、市販薬（咳止

め薬や風邪薬など）を治療以外の目的で使用

することや用法・用量を遵守しない不適正な

使用。 

 

⽇本では精神科で治療を受けた１代代患者
において、市販薬を「主たる薬物※」とする患者の
割合が増加しています。 
※本冊子でいう「主たる薬物」とは、患者の精

神科的症状に関して臨床的に最も関連が深いと思われる薬物。 
参考：全国の精神科医療施設における薬物関連精神疾患の実態調査（2020年） 
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